
 

 平林四号池中地区土地区画整理事業の施行認可準備のため、土地区画整理法（昭和

29年法律第 119号）第 51条の７第１項の規定に基づく申請があったので、同条第２項で

準用する同法第 19条第２項及び土地区画整理法施行令（昭和 30年政令第 47号）第 68条

の規定により次の事項を公告する。  

 なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有する者は、

土地区画整理法第 51条の７第２項で準用する第 19条第３項の規定に基づき、この公告

があった日から１ヶ月以内に大阪市長に借地権を申告しなければならない。  

  令和７年４月 11日  

大阪市長   横  山  英  幸   

施行地区となるべき区域  

 大阪市住之江区平林北二丁目  
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大阪市告示第535号
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